
No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第42号
秦野市小規模水道及び小規模受水槽水道に
おける安全で衛生的な飲料水の確保に関す
る条例を制定することについて

健康づくり課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「水道法」の一部改正に伴
い、本市が神奈川県から小規模水道及び小規模受水槽水道の衛生確保に係る権
限の移譲を受けるに当たり、それらの管理基準等について定める必要が生じた
ため、制定するもの

施行日：平成２５年４月１日

2 議案第43号
　秦野市新型インフルエンザ等対策本部条
  例を制定することについて

健康づくり課

　新型インフルエンザ等対策特別措置法第３７条において準用する同法第２６
条の規定により、本市の新型インフルエンザ等対策本部の組織等について定め
るため、制定するもの

施行日：法の施行の日

　次の理由により制定するもの

 (1)　地域の権限を拡大するための改革一括法による「介護保険法」の一部改
　　正により、本市において指定地域密着型サービス事業の一般原則及び基本
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条例制定

条例制定

条例制定

3 議案第44号
秦野市介護保険に係る指定地域密着型サー
ビス事業に関する条例を制定することにつ
いて

高齢介護課

　　正により、本市において指定地域密着型サービス事業の一般原則及び基本
　　方針について定める必要が生じたこと。
 (2)　介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の
　　施行に伴う「介護保険法」の一部改正により、指定地域密着型サービス事
　　業者の指定要件、及び地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定めるこ
　　と。
 (3)　応益負担の観点から指定地域密着型サービス事業者からの指定申請及び
　　更新申請の事務について、本市が徴収する手数料及びその額を定めるこ
　　と。

施行日：平成２５年４月１日
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4 議案第45号
秦野市介護保険に係る指定地域密着型介護
予防サービス事業に関する条例を制定する
ことについて

高齢介護課

　次の理由により制定するもの

 (1)　地域の権限を拡大するための改革一括法による「介護保険法」の一部改
　　正により、本市において指定地域密着型介護予防サービス事業の一般原則
　　及び基本方針について定める必要が生じたこと。
 (2)　介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の
　　施行に伴う「介護保険法」の一部改正により、指定地域密着型介護予防サ
　　ービス事業者の指定要件を定めること。
 (3)　応益負担の観点から指定地域密着型介護予防サービス事業者からの指定
　　申請及び更新申請の事務について、本市が徴収する手数料及びその額を定
　　めること。

施行日：平成２５年４月１日

5 議案第46号 秦野市道路条例を制定することについて 道路管理課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「道路法」及び「高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正により、本市が管理
する道路の構造の基準、道路標識の寸法及び移動等円滑化のために必要な特定
道路の構造の基準について定める必要が生じたため、制定するもの

条例制定

条例制定

施行日：平成２５年４月１日

6 議案第47号
秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工
事監督者に関する条例を制定することにつ
いて

水道業務課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「水道法」の一部改正によ
り、本市の水道事業において水道技術管理者の資格、技術上の監督業務を行わ
せなければならない布設工事及び布設工事監督者の資格等を定めるため、制定
するもの

施行日：公布の日

条例制定
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7 議案第48号
秦野市市税条例の一部を改正することにつ
いて

市民税課

　次の理由により、改正するもの

(1)　「地方税法」の一部改正に伴い、「秦野市行政手続に関する条例」におけ
   る処分の理由の提示に係る規定を適用し、及び固定資産税（償却資産）のう
   ち下水道除害施設の課税標準に係る軽減割合を設定すること。
(2)　「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施
   策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い
   平成２６年度から平成３５年度までの各年度の個人市民税の均等割に限り、
   ５００円を加算すること。

施行日：公布の日（ただし、第9条の2の改正規定については、平成２５年１月
１日施行）

8 議案第49号
秦野市手数料条例の一部を改正することに
ついて

財政課
建築指導課

　「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行により、同法の適用を受ける
低炭素化のための建築物の新築等に係る認定の事務について、本市が徴収する
手数料及びその額を定めるため、改正するもの

施行日：公布の日又は都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84
号）の施行の日のいずれか遅い日

一部改正条例

一部改正条例

9 議案第50号
秦野市国民健康保険税条例の一部を改正す
ることについて

国保年金課

　「地方税法」の一部改正に伴い、条例で引用する同法の条項に移動が生じ、
及び「秦野市行政手続に関する条例」における処分の理由の提示に係る規定を
適用するため、改正するもの

施行日：平成２５年４月１日（ただし、第25条の改正規定については、平成
２５年１月１日施行）

10 議案第51号
秦野市市営住宅管理条例の一部を改正する
ことについて

建築住宅課

　
  地域の権限を拡大するための改革一括法による「公営住宅法」の一部改正に
より、本市において市営住宅及び共同施設の整備基準並びに市営住宅に入居す
るときの収入要件について定める必要が生じたため、改正するもの

施行日：平成２５年４月１日

一部改正条例

一部改正条例
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11 議案第52号
秦野市市街化調整区域において許可する開
発行為等を定める条例の一部を改正するこ
とについて

開発指導課

　市街化調整区域のうち人口減少が著しく、既存集落の地域活力の低下、コ
ミュニティの維持が困難となると認められる区域において、定住の確保を図る
ため、専用住宅を建築することを目的として、一定の要件を満たす場合に開発
行為をすることができるようにするため、改正するもの

施行日：平成２５年４月１日

12 議案第53号
秦野市都市公園条例の一部を改正すること
について

公園課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「都市公園法」及び「高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正により、本市
において都市公園の配置及び規模に関する基準並びに移動等円滑化のために必
要な特定公園施設の設置に関する基準について定める必要が生じたため、改正
するもの

施行日：平成２５年４月１日

一部改正条例

一部改正条例

一部改正条例

13 議案第54号
秦野市下水道条例の一部を改正することに
ついて

下水道総務課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「下水道法」の一部改正によ
り、本市において公共下水道の構造の技術的基準及び終末処理場の維持管理に
ついて定める必要が生じたため、改正するもの

施行日：平成２５年４月１日

14 議案第55号
秦野市準用河川の占用料に関する条例の一
部を改正することについて

下水道総務課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「河川法」の一部改正によ
り、本市において河川管理施設等の構造の技術的基準について定める必要が生
じたため、改正するもの

施行日：平成２５年４月１日

一部改正条例
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15 議案第56号
秦野市公共下水道使用料徴収条例の一部を
改正することについて

下水道総務課

　
　
  下水道事業の経営基盤の強化を図ることを目的として、公共下水道使用料の
排水量区分及び額を変更するため、改正するもの

施行日：平成２５年４月１日

16 議案第57号 専決処分の承認について 財政課

　衆議院の解散による衆議院議員総選挙の執行と併せて最高裁判所裁判官国民
審査に要する経費を、早急に予算措置をする必要があるため一般会計補正予算
（第２号）を専決処分したもので、地方自治法第179条第3項の規定により議会
の承認を求めるもの

専決処分日　平成２４年１１月１９日　補正額：48,181千円

17 議案第58号
平成２４年度秦野市一般会計補正予算（第
３号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出補正見込額　△75,595千円

一部改正条例

18 議案第59号
平成２４年度秦野市水道事業会計補正予算
（第１号）を定めることについて

水道業務課
　収益的支出額　　　　　 4,968千円
　資本的支出額　　　　　20,213千円

19 議案第60号
平成２４年度秦野市国民健康保険事業特別
会計補正予算（第１号）を定めることにつ
いて

国保年金課 　歳入歳出補正見込額　　　1,424千円
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20 議案第61号
平成２４年度秦野市下水道事業特別会計補
正予算（第２号）を定めることについて

下水道総務課 　歳入歳出補正見込額　 　△7,527千円

21 議案第62号
平成２４年度秦野市介護保険事業特別会計
補正予算（第２号）を定めることについて

高齢介護課 　歳入歳出補正見込額　　　△4,622千円

22 議案第63号
平成２４年度秦野市後期高齢者医療事業特
別会計補正予算（第１号）を定めることに
ついて

国保年金課 　歳入歳出補正見込額　　　 　△48千円

23 報告第21号 専決処分の報告について
財産管理課

（広聴相談課）

　公用車による交通事故に係る損害賠償

　賠償金額　　375,183円
　過失割合　　60パーセント
　専決処分日　平成24年10月15日

24 報告第22号 専決処分の報告について くらし安全課

　「秦野市暴力団排除条例」の一部改正
　「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の一部改正により、条
例で引用する同法の条項に移動が生じたため、改正したもので、「地方自治
法」第180条第1項の規定による「議会の委任による市長の専決処分について」
第4項に基づき、平成24年10月30日に専決処分したもの

施行日：平成24年10月30日

一部改正条例


